
参　考 相続税の物納手続の概要

・事前相談
・納付方法の選定
・物納申請財産の選定

・物納申請書の提出
・登記簿謄本、所在図
　構図等関係書類の提出

・物納許可通知書の受領

[納税者の対応]

物  納  の  撤  回

補　完　要　求

収納価額の改訂

物納申請書の提出

物納財産の実施調査

物  納  の  許  可

物納財産の収納

・現地調査の立会い�
　境界の確認

・変更要求通知書の受領

・地積測量図、境界の確
　認書等関係書類の提出

・補完事項通知書の受領

・物納財産収納済証書の
　受領

・物納撤回申請書の提出

相　続　開　始

物納財産の変更要求

物納申請の却下・取下げ

【金銭納付困難事由がない場合等】

【物納不適格な財産】

【物納不適格な財産】

【変更要求に応じた場合】

【変更要求に応じない場合】

【物納財産の補完を要求する場合】

【財産の状態に著しい変化を生じた場合】


